六戸町町内会等管理防犯灯電気料金補助金交付要綱


令和３年３月２４日
告示第　２２　号
（趣旨）
第1条 この要綱は、町内会等が地域社会における生活環境の向上や自主防犯意識の高揚などを図
るために、防犯灯の設置及び管理を行い、その電気料金を負担している町内会等に対し、当該年度
予算の範囲内において補助金を交付する。

（通則）
第2条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、六戸町補助金等の交付に関する
規則（昭和五十二年六戸町規則第三号）によるものとする。

（用語の意義）
第3条 この要綱において、「町内会等」とは、町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有
する者の地縁に基づいて形成された団体（連合会、連絡会等を含む）であって、まちづくり活動を
行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められるものをいう。

（事業の対象期間）
第4条 事業の対象期間は交付申請等を行う前年の一月一日から十二月三十一日まで一年間の期
間内に実施された事業を対象とする。

（交付申請等を行う期間）
第五条　事業の対象期間後の一月から二月末日までとする。

（補助金の額）
第六条　補助金の額は、交付申請等を行う前年の一月一日から十二月三十一日まで一年間の電気料金支払い分を合計した三分の二とし、円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、六戸町防犯灯電気料金補助金の交付を受けた場合は、その補助金を差し引いた分を対象とする。

（交付申請）
第七条　交付を受けようとする者は、六戸町町内会等管理防犯灯電気料金補助金交付申請書（様式第
一号）に次の各号の書類を添えて町長に提出しなければならい。
（一）電気料金補助内訳書（様式第二号）
（二）その他町長が必要と認める書類

（交付決定）
第八条　町長は前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、六戸町町内会等管理防犯灯電気料金補助金交付決定通知書（様式第三号）により申請者に通知するものとする。

（補助金の交付請求）
第九条　前条の規定による交付決定通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、六戸
町町内会等管理防犯灯電気料金補助金交付請求書（様式第四号）を町長に提出しなければならない。

（変更事項等の届出）
第十条　第八条に規定する補助金の交付決定を受けた者が、当該決定通知を受けた後において当該事
業内容を変更又は廃止しようとするときは、事業変更（廃止）申請書（様式第五号）を町長に提出
し、承認を受けなければならない。

（調査）
第十一条　町長は、補助金の交付を受けた町内会等が行う活動の実施に疑義が生じた時は、必要に応
じ調査することができる。

（交付決定の取消し）
第十二条　町長は、前条の規定に基づく調査の結果、交付の決定を取り消した場合において、当該取
り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するこ
とができるものとする。

（実績報告）
第十三条　補助金の交付決定を受けた者は補助金交付後、三十日以内に実績報告書（様式第六号）に
次の各号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
（一）事業実績効果報告書（様式第七号）
（二）事業費精算書（様式第八号）
（三）電気料金領収書（写）及び電気料金請求内訳書（写）など
（支払いの事実が確認できるもの）
（四）その他町長が必要と認める書類

（交付金の額の確定等）
第十四条　町長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し交付金の
額を確定し、六戸町町内会等管理防犯灯電気料金補助金交付金額確定通知書（様式第九号）により
申請者へ通知するものとする。

（書類の整理）
第十五条　この要綱による補助金の交付を受けた町内会等は、当該補助金の交付を受け実施し六戸町
町内会等管理防犯灯電気料金補助金に関する関係書類を備え、これを整理しておかなければならな
い。
２　前項の関係書類は、五年間保管しなければならない。

（その他）
第十六条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

　附　則
　（施行期日）
１　この告示は公布の日から施行し、令和三年一月一日から適用する。
（六戸町防犯灯電気料金補助金交付要綱の廃止）
２　六戸町防犯灯電気料金補助金交付要綱は令和三年三月三十一日をもって廃止する。
